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税務訴訟資料 第２７４号（順号２０２４－２） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号、令和●●年（○○）第●●号 国家賠償法に基づ

く損害賠償等請求事件 

 国側当事者・国 

 令和６年１月１９日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          Ｘ株式会社 

 同代表者代表取締役   Ａ 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 同指定代理人      別紙１指定代理人目録のとおり 

 

    主    文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    被告は、原告に対し、１０１１万５２８９円及びこれに対する令和５年２月２２日から支払

済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、京橋税務署あるいは東京国税局の徴収職員において、別紙２「租税債権目

録」記載の源泉所得税等の滞納税（以下、同目録順号１から順に「本件滞納税１」などとい

い、それら（ただし、本件滞納税３を除く。）を総称して「本件各滞納税」という。）に係る

徴収権あるいは納税義務が消滅しているにもかかわらず、平成２６年２月２８日から令和４

年１２月３０日まで、原告に当該源泉所得税等を納付させるなどしたとして、主位的に、国

家賠償法１条１項に基づき、予備的に、国税通則法５６条１項に基づき、１０１１万５２８

９円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和５年２月２２日から支払済みまで年３分

の割合による遅延損害金等の支払を求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    本件に関係する法令の定めは、別紙３「関係法令の定め」記載のとおりである（同別紙にお

いて定義した略語等は、本文においても用いることとする。）。 

  ２ 前提事実（争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下、

書証については、特に断らない限り枝番号を含む。） 

  （１）原告は、土木、建築、上下水道、道路、電気、冷暖房工事の設計施工等を目的とする株式

会社である。 

  （２）京橋税務署あるいは東京国税局の徴収職員は、平成２６年２月２８日から令和４年１２月

２９日まで、原告に合計１００６万８９４９円を納付させるなどし、これを本件各滞納税の
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全部又は一部に充当した（以下、これらを併せて「本件各収納等」という。なお、原告の主

張する金額１０１１万５２８９円については、これを認めるに足りる証拠はない。本件各収

納等の時点における本件各滞納税の存在について争いがある。）。 

 第３ 主な争点に関する当事者の主張の要旨 

   （原告の主張） 

  １ 本件各滞納税の徴収権は、本件各収納等の時点において、時効により消滅していた。時効の

中断に係る被告の主張は争う。 

  ２ 本件各滞納税については、平成１２年１２月１１日、滞納している消費税の完納を条件とし

て、滞納処分の執行停止をするものとされたところ、原告が平成２３年１月１３日に当該消

費税を完納したことから、滞納処分の執行停止の効力が生じ、当該執行停止が３年継続した

平成２６年１月１３日の経過をもって、その納税義務が消滅した（国税徴収法１５３条４項）。 

   （被告の主張） 

  １（１）本件各滞納税の徴収権については、各法定納期限の翌日から消滅時効の進行を開始した

ものの、納税の告知、督促、原告による納付の誓約、交付要求（参加差押えを含む。）あ

るいは差押えによって、本件各滞納税の完納あるいは現在に至るまで時効が中断した状態

が継続している。 

      したがって、本件各滞納税の徴収権が時効により消滅したことはない。 

   （２）本件各滞納税について、国税徴収法１５３条１項に基づく滞納処分の執行停止がされた

ことはなく、当該執行停止の継続により、その納税義務が消滅したこともない。 

  ２ なお、原告の主張する過誤納金返還請求権について、平成２６年２月２８日から平成３０年

１月３１日までの納付に係る部分は、時効により消滅している（国税通則法７４条１項）。 

 第４ 当裁判所の判断 

  １ 認定事実 

    後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

  （１）京橋税務署長は、原告に対し、本件滞納税１ないし１１について、国税通則法３６条１項

２号（平成９年法律第８９号による改正前のもの）に基づき納税の告知を行ったが、原告は、

別紙２「租税債権目録」の「納期限」欄記載の各納期限までに本件滞納税１ないし１１を完

納しなかった。また、原告は、本件滞納税１２ないし４６についても、同欄記載の各納期限

までに完納しなかった。 

  （２）京橋税務署長は、原告に対し、国税通則法３７条１項に基づき、別紙２「租税債権目録」

の「督促年月日」欄記載の各年月日に本件滞納税１ないし４６に係る督促状を発し、同督促

状を原告に送達することにより、その納付を督促した（乙１）。 

  （３）京橋税務署長は、昭和６３年１１月１４日、本件滞納税１、２及び４を徴収するため、国

税徴収法４７条１項及び同法７３条１項（平成１６年法律第８８号による改正前のもの）に

基づき、原告を加入権者とする電話加入権（以下「本件電話加入権」という。）の差押え

（以下「本件差押処分１」という。）を行い、同月１５日、Ｂ株式会社に対し、差押通知書

を送達した（乙２）。 

  （４）京橋税務署長は、平成元年１月１９日、本件滞納税１、２、４及び１２を徴収するため、

国税徴収法４７条１項及び同法６２条１項（平成１４年法律第６５号による改正前のもの）

に基づき、原告が宅地建物取引業者営業保証金として供託した有価証券（割引国庫債券１０
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０万円券３枚）の取戻請求権（以下「本件債権１」という。）の差押え（以下「本件差押処

分２」という。）を行い、同月２０日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達し

た（乙３）。 

  （５）京橋税務署長は、平成２年４月１３日、本件滞納税１ないし４、１２及び１３を徴収する

ため、国税徴収法４７条１項及び同法６２条１項（平成１４年法律第６５号による改正前の

もの）に基づき、原告が宅地建物取引業者営業保証金として供託した有価証券（割引国庫債

券１００万円券７枚）の取戻請求権（以下「本件債権２」という。）の差押え（以下「本件

差押処分３」という。）を行い、同月２５日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を

送達した（乙４）。 

  （６）京橋税務署長は、平成７年８月１１日、本件差押処分１で保全していない本件滞納税３、

５、６、８、１２ないし２０を徴収するため、国税徴収法８６条１項（平成１３年法律第１

０２号による改正前のもの）に基づき、本件電話加入権について、本件差押処分１の執行機

関である同税務署長に対して参加差押え（以下「本件参加差押処分」という。）を行い、参

加差押書を同執行機関に送達するとともに、同月１４日、Ｂ株式会社に対し、参加差押通知

書を送達し、その頃、原告に対し、通知した（乙５）。 

  （７）京橋税務署長は、平成７年８月１１日、本件差押処分２で保全していない本件滞納税３、

５、６、８、１３ないし２０を徴収するため、国税徴収法８２条１項（平成１６年法律第７

６号による改正前のもの）に基づき、本件債権１について、本件差押処分２の執行機関であ

る同税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求処分１」という。）を行い、同日、同

執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、原告に対し、通知した（乙６）。 

  （８）京橋税務署長は、平成７年８月１１日、本件差押処分３で保全していない本件滞納税５、

６、８、１４ないし２０を徴収するため、国税徴収法８２条１項（平成１６年法律第７６号

による改正前のもの）に基づき、本件債権２について、本件差押処分３の執行機関である同

税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求処分２」という。）を行い、同日、同執行

機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、原告に対し、通知した（乙７）。 

  （９）京橋税務署長は、原告から、本件差押処分２に係る有価証券について、新たに供託する有

価証券と差し替えたいとの要望を受け、平成８年６月５日、本件差押処分２を解除し、同月

１４日、本件滞納税１、２、４及び１２を徴収するため、国税徴収法４７条１項及び同法６

２条１項（平成１４年法律第６５号による改正前のもの）に基づき、原告が宅地建物取引業

者営業保証金として新たに供託した有価証券（割引国庫債券３００万円券１枚）の取戻請求

権（以下「本件債権３」という。）の差押え（以下「本件差押処分４」という。）を行い、同

月１７日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達した（乙８、９）。 

  （10）京橋税務署長は、平成８年６月２７日、本件差押処分４で保全していない本件滞納税３、

５ないし８、１３ないし２２を徴収するため、国税徴収法８２条１項（平成１６年法律第７

６号による改正前のもの）に基づき、本件債権３について、本件差押処分４の執行機関であ

る同税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求処分３」という。）を行い、同日、同

執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、原告に対し、通知した（乙１０）。 

  （11）京橋税務署長は、原告から、本件差押処分３に係る有価証券について、新たに供託する有

価証券と差し替えたいとの要望を受け、平成８年７月１５日、本件差押処分３を解除し、同

年８月５日、本件滞納税１ないし４、１２及び１３を徴収するため、国税徴収法４７条１項
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及び同法６２条１項（平成１４年法律第６５号による改正前のもの）に基づき、原告が宅地

建物取引業者営業保証金として新たに供託した有価証券（割引国庫債券３００万円券２枚及

び同１００万円券１枚）の取戻請求権（以下「本件債権４」という。）の差押え（以下「本

件差押処分５」という。）を行い、同月７日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を

送達した（乙１１、１２）。 

  （12）京橋税務署長は、平成８年１０月１１日、本件差押処分５で保全していない本件滞納税５

ないし１０、１４ないし２２を徴収するため、国税徴収法８２条１項（平成１６年法律第７

６号による改正前のもの）に基づき、本件債権４について、本件差押処分５の執行機関であ

る同税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求処分４」という。）を行い、同月１４

日、同執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、原告に対し、通知した（乙１３）。 

  （13）京橋税務署長は、平成１２年８月２日、本件差押処分４で保全していない本件滞納税３、

５ないし１１、１３ないし３１を徴収するため、国税徴収法４７条１項及び同法６２条１項

（平成１４年法律第６５号による改正前のもの）に基づき、本件債権３の差押え（以下「本

件差押処分６」という。）を行い、同月４日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を

送達するとともに、同月２日、本件滞納税９ないし１１、２３ないし３１を徴収するため、

同法８２条１項（平成１６年法律第７６号による改正前のもの）に基づき、本件債権３につ

いて、本件差押処分４の執行機関である同税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求

処分５」という。）を行い、同月３日、同執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、

原告に対し、通知した（乙１４の１、３、乙１５）。 

  （14）京橋税務署長は、平成１２年８月２日、本件差押処分５で保全していない本件滞納税５な

いし１１、１４ないし３１を徴収するため、国税徴収法４７条１項及び同法６２条１項（平

成１４年法律第６５号による改正前のもの）に基づき、本件債権４の差押え（以下「本件差

押処分７」という。）を行い、同月４日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達

するとともに、同月２日、本件滞納税１１、２３ないし３１を徴収するため、同法８２条１

項（平成１６年法律第７６号による改正前のもの）に基づき、本件債権４について、本件差

押処分５の執行機関である同税務署長に対して交付要求（以下「本件交付要求処分６」とい

う。）を行い、同月３日、同執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、原告に対し、

通知した（乙１４の２、３、乙１６）。 

  （15）原告は、平成１６年５月２７日、京橋税務署長に対し、本件滞納税１ないし３９について、

同年６月３０日から同年８月３１日までの間、毎月１５万円を納付し、残りの滞納税につい

ては別途相談とする旨の納付計画を記載した納付誓約書を提出した（以下、この提出行為を

「本件納付誓約１」という。乙１７）。 

  （16）原告は、平成１６年８月２６日、京橋税務署長に対し、本件滞納税１ないし３９について、

同月３１日から平成１７年３月３１日までの間、毎月１５万円を納付する旨の納付計画を記

載した納付誓約書を提出した（以下、この提出行為を「本件納付誓約２」という。乙１８）。 

  （17）原告は、平成２０年１月１８日、京橋税務署長に対し、本件滞納税１ないし４２について、

同月３１日から同年１２月３１日までの間、毎月１０万円以上を納付し、残りの滞納税につ

いては再相談とする旨の納付計画を記載した納付誓約書を提出した（以下、この提出行為を

「本件納付誓約３」といい、本件納付誓約１及び２と併せて「本件各納付誓約」という。乙

１９）。 



5 

 

  （18）京橋税務署長は、平成２１年１月１５日、国税徴収法７９条１項２号（平成２６年法律第

１０号による改正前のもの）に基づき、本件差押処分１を解除するとともに、同法８８条１

項（平成３０年法律第７号による改正前のもの）で準用する同法８４条１項に基づき、本件

参加差押処分を解除した（乙２０、２１）。 

  （19）原告は、平成２１年１１月１６日、本件差押処分４ないし７に係る有価証券について、供

託法４条に基づき、代供託の手続を行い、これにより、上記有価証券は償還金としての金銭

に代わった（甲３の３、甲４の３）。 

  （20）京橋税務署長は、平成２３年１月１３日、本件滞納税３２ないし４５を徴収するため、国

税徴収法４７条１項及び同法６２条１項に基づき、本件債権３及び４（ただし、前記（１９）

の代供託の手続が行われた後のもの。以下同じ。）の各差押え（以下、本件債権３に係る差

押えを「本件差押処分８」、本件債権４に係る差押えを「本件差押処分９」という。）を行い、

同月１７日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達するとともに、同月１３日、

上記滞納税を徴収するため、同法８２条１項に基づき、本件債権３及び４について、本件差

押処分４及び５の執行機関である同税務署長に対してそれぞれ交付要求（以下、本件債権３

に係る交付要求を「本件交付要求処分７」、本件債権４に係る交付要求を「本件交付要求処

分８」という。）を行い、同月１４日、同執行機関に対し、交付要求書を送達し、その頃、

原告に対し、通知した（乙２２～２４）。 

  （21）京橋税務署徴収職員は、平成２６年９月１９日、本件滞納税１ないし４６を徴収するため、

国税徴収法４７条１項及び同法６２条１項に基づき、原告が、株式会社Ｃ銀行東京中央支店

に対して有する同日現在の普通預金（口座番号●●●●）及び同日までの確定利息の各払戻

請求権（以下「本件預金債権」という。）の差押え（以下「本件預金差押処分」という。）を

行い、同日、同支店に対し、債権差押通知書を送達した。なお、本件預金債権については、

平成２６年１０月１日、京橋税務署徴収職員により、１４０万５２８９円が取り立てられた。

（乙２５、乙２６の１）。 

  （22）京橋税務署長は、平成２６年１０月７日、本件滞納税４６を徴収するため、国税徴収法４

７条１項及び同法６２条１項に基づき、本件債権３及び４の各差押え（以下、本件債権３に

係る差押えを「本件差押処分１０」、本件債権４に係る差押えを「本件差押処分１１」とい

う。）を行い、同月１０日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達するとともに、

同月７日、上記滞納税を徴収するため、同法８２条１項に基づき、本件債権３及び４につい

て、本件差押処分４及び５の執行機関である同税務署長に対してそれぞれ交付要求（以下、

本件債権３に係る交付要求を「本件交付要求処分９」、本件債権４に係る交付要求を「本件

交付要求処分１０」という。）を行い、同日、同執行機関に対し、交付要求書を送達し、そ

の頃、原告に対し、通知した（乙２７～２９）。 

  （23）東京国税局長は、平成２７年１月２９日、国税通則法４３条３項の規定に基づき、京橋税

務署長から原告の滞納税につき徴収の引継ぎを受けた。 

  （24）京橋税務署長は、平成２９年１０月１９日、本件滞納税３について、基礎となる本税が存

在しないことが判明したことから、不納付加算税賦課決定の額を０円に訂正し、これに伴い

原告の滞納税の収納及び充当の事績が訂正された（乙３２）。 

  （25）東京国税局長は、平成３０年９月６日、国税徴収法７９条１項１号に基づき、本件差押処

分４を解除した（乙３４）。 
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  （26）東京国税局長は、平成３０年１０月４日、国税徴収法７９条１項１号に基づき、本件差押

処分５を解除した（乙３５）。 

  ２ 本件各滞納税の徴収権の時効による消滅について 

  （１）納税の告知又は督促状の発出による消滅時効の中断 

    ア 本件滞納税１、２、４ないし１１の徴収権の消滅時効は、別紙２「租税債権目録」の

「法定納期限」欄記載の各法定納期限の翌日から進行し、納税の告知により中断した後、

その告知において指定された同「納期限」欄記載の各納期限の翌日から新たに進行したと

ころ、同「督促年月日」欄記載の各年月日に督促状が発せられたことにより再度中断し、

同各日から起算して１０日を経過した日の翌日から新たに進行した。 

    イ また、本件滞納税１２ないし４６の徴収権の消滅時効は、別紙２「租税債権目録」の

「法定納期限」欄記載の各法定納期限の翌日から進行したところ、同「督促年月日」欄記

載の各年月日に督促状が発せられたことにより中断し、同各日から起算して１０日を経過

した日の翌日から新たに進行した。 

    ウ その後、本件各滞納税の徴収権の消滅時効は、以下のとおり、差押え等により中断して

いる。 

  （２）本件滞納税１、２及び４について 

     本件滞納税１、２及び４の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより

新たに進行した日から５年を経過する前に行われた本件差押処分１（昭和６３年１１月１５

日効力発生）により中断したほか、本件差押処分１が平成２１年１月１５日付けで解除され

る前に行われた本件差押処分４（平成８年６月１７日効力発生）及び本件差押処分５（平成

８年８月７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞納税１、２及び４の

完納（本件滞納税１につき平成２７年７月３１日、本件滞納税２につき平成２８年６月１日、

本件滞納税４につき平成３０年５月３１日。乙１の１、２、４）まで継続していた。 

  （３）本件滞納税５、６、８、１５ないし２０について 

     本件滞納税５、６、８、１５ないし２０の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発

したことにより新たに進行した日から５年を経過する前に行われた本件参加差押処分（平成

７年８月１４日効力発生。同日頃原告に通知）により中断したほか、本件参加差押処分が平

成２１年１月１５日付けで解除される前に行われた本件差押処分６及び７（いずれも平成１

２年８月４日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞納税５、６、８及び

１５の徴収権につき現在まで継続し、本件滞納税１６ないし２０の徴収権につきそれらの完

納（本件滞納税１６につき令和２年１月３１日、本件滞納税１７ないし２０につき同年５月

２９日。乙１の１６～２０）まで継続していた。 

  （４）本件滞納税７、９ないし１１、２１ないし３１について 

     本件滞納税７、９ないし１１、２１ないし３１の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促

状を発したことにより新たに進行した日から５年を経過する前に行われた本件差押処分６及

び７（いずれも平成１２年８月４日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件

滞納税７、９ないし１１、２１、２２、２８ないし３１の徴収権につき現在まで継続し、本

件滞納税２３ないし２７の徴収権につきそれらの完納（本件滞納税２３につき令和２年７月

３１日、本件滞納税２４につき同年９月３０日、本件滞納税２５につき令和３年３月１日、

本件滞納税２６につき同年５月３１日、本件滞納税２７につき令和５年２月７日。乙１の２
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３～２７）まで継続していた。 

  （５）本件滞納税１２について 

     本件滞納税１２の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより新たに進

行した日から５年を経過する前に行われた本件差押処分３（平成２年４月２５日効力発生）

により中断したほか、本件差押処分３が平成８年７月１５日に解除される前に行われた本件

差押処分４（平成８年６月１７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞

納税１２の完納（平成３０年８月３０日。乙１の１２）まで継続していた。 

  （６）本件滞納税１３について 

     本件滞納税１３の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより新たに進

行した日から５年を経過する前に行われた本件差押処分３（平成２年４月２５日効力発生）

により中断し、本件差押処分３が平成８年７月１５日に解除される前に行われた本件交付要

求処分３（平成８年６月２７日効力発生。同日頃原告に通知）により中断したほか、本件交

付要求処分３の効力が平成３０年９月６日に消滅する前に行われた本件差押処分５（平成８

年８月７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞納税１３の完納（平成

３０年９月２８日。乙１の１３）まで継続していた。 

  （７）本件滞納税１４について 

     本件滞納税１４の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより新たに進

行した日から５年を経過する前の平成２年１０月３１日に行われた一部納付（乙１の１４）

により中断し、その翌日である同年１１月１日から５年を経過する前に行われた本件参加差

押処分（平成７年８月１４日効力発生。同日頃原告に通知）により中断したほか、本件参加

差押処分が平成２１年１月１５日に解除される前に行われた本件差押処分６及び７（いずれ

も平成１２年８月４日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞納税１４の

完納（平成３０年９月２８日。乙１の１４）まで継続していた。 

  （８）本件滞納税３２ないし３９について 

     本件滞納税３２ないし３９の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことによ

り新たに進行した日から５年を経過する前の平成１６年５月２７日に行われた本件納付誓約

１、その翌日である同月２８日から５年を経過する前の同年８月２６日に行われた本件納付

誓約２及びその翌日である同月２７日から５年を経過する前の平成２０年１月１８日に行わ

れた本件納付誓約３に係る承認（国税通則法７２条３項、平成２９年法律第４４号による改

正前の民法（以下、単に「民法」という。）１４７条３号）によりそれぞれ中断したほか、

その翌日である同月１９日から５年を経過する前に行われた本件差押処分８及び９（いずれ

も平成２３年１月１７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は現在まで継続して

いる。 

  （９）本件滞納税４０ないし４２について 

     本件滞納税４０ないし４２の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことによ

り新たに進行した日から５年を経過する前の平成２０年１月１８日に行われた本件納付誓約

３に係る承認（国税通則法７２条３項、民法１４７条３号）により中断したほか、その翌日

である同月１９日から５年を経過する前に行われた本件差押処分８及び９（いずれも平成２

３年１月１７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は現在まで継続している。 

  （10）本件滞納税４３ないし４５について 
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     本件滞納税４３及び４４の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより

新たに進行した日から５年を経過する前に行われた本件差押処分８及び９（いずれも平成２

３年１月１７日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は、本件滞納税４３及び４４

につき現在まで継続し、本件滞納税４５につきその完納（令和４年５月３１日。乙１の４５）

まで継続していた。 

  （11）本件滞納税４６について 

     本件滞納税４６の徴収権の消滅時効は、前記（１）の督促状を発したことにより新たに進

行した日から５年を経過する前に行われた本件預金差押処分（平成２６年９月１９日効力発

生）により中断したほか、本件預金差押処分につき本件預金債権が取り立てられた日の翌日

である同年１０月２日から５年を経過する前に行われた本件差押処分１０及び１１（いずれ

も同年１０月１０日効力発生）により中断し、時効が中断した状態は現在まで継続している。 

  （12）小括 

     以上によれば、本件各滞納税の徴収権は、本件各収納等の時点を含む現在又は完納まで、

いずれも時効によって消滅していない。 

  ３ 滞納処分の執行停止の継続による本件各滞納税の納税義務の消滅について 

    原告は、本件各滞納税については、平成２３年１月１３日に滞納処分の執行停止の効力が発

生し、当該執行停止が３年継続した平成２６年１月１３日の経過をもって、その納税義務が

消滅した旨を主張するが、本件各滞納税について、滞納処分の執行停止がされたことを裏付

ける証拠は見当たらず、当該執行停止をうかがわせるような事情も認めることができない。 

    したがって、原告の上記主張は採用することができず、本件各滞納税の納税義務が消滅した

とは認められない。 

  ４ その余の原告の主張について 

  （１）原告は、本件各滞納税に係る督促、交付要求（参加差押えを含む。）あるいは差押えに関

して、督促状等の原告への送達又は通知あるいは第三債務者への送達がされていないものが

存在する旨を主張するようであるが、原告においても、送達された督促状があることは認め

ているところ、敢えて当該督促状等の一部しか原告に送達又は通知をしない理由はなく、ま

た、当該督促状等の送達又は通知は滞納処分に係る基本的な手続事項であることに鑑みれば、

本件各滞納税に係る督促状等の送達又は通知は適式に行われていると認めるのが相当である。 

  （２）原告は、本件参加差押処分については先順位の参加差押えが存在しているところ、国税徴

収法８７条１項によれば、差押えの効力が生じるのは先順位の参加差押えのみであり、本件

参加差押処分に時効中断の効力は生じない旨を主張するようである。 

     しかし、国税徴収法８７条１項は、参加差押えをした場合において、その参加差押えに係

る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、最も先にされた参加差

押えにつき、差押えの効力を生ずる旨を規定するにすぎず、これをもって後順位の参加差押

えの時効中断の効力が否定されるものではない（なお、参加差押えについては、交付要求の

一種として、時効中断の効力を生じさせるものである（国税徴収法８６条１項、国税通則法

７３条１項５号）。）。 

  （３）原告は、本件電話加入権は財産的価値のないものであり、本件電話加入権を差押え等の対

象とした本件差押処分１及び本件参加差押処分は国税徴収法４８条２項に違反するなどと主

張する。 
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     しかし、本件差押処分１又は本件参加差押処分の当時、電話加入権が市場価値を喪失する

に等しい状況であったと認めるに足りる証拠はなく、上記各処分が違法であったと認めるこ

とはできない。なお、仮に、上記各処分が国税徴収法４８条２項に違反するものであるとし

ても、上記各処分が直ちに無効となるものではないから、直ちに上記各処分による時効中断

の効力は生じないということもできない。 

  （４）原告は、本件各納付誓約によって時効は中断しない旨を主張するようであるが、本件各納

付誓約は、原告が、本件滞納税３２ないし４２を含む滞納税について、各納付誓約書（乙１

７～１９）の「納付計画」欄のとおりに納付する意思を示して京橋税務署長に対し支払の猶

予の懇請をしたものというべきであるから、国税通則法７２条３項において準用する民法１

４７条３号の承認に当たると認めるのが相当である。 

     したがって、前記２（８）及び（９）のとおり、本件滞納税３２ないし４２の徴収権の消

滅時効は、本件各納付誓約により中断することになる。 

  （５）その他原告は種々主張するが、当該主張を基礎付ける事実を認めるに足りないか、あるい

は、独自の見解を述べるものであり、いずれも採用することができない。 

  ５ 原告の請求について 

    以上のとおり、本件各滞納税は、それぞれ現在又は完納まで、その徴収権が時効により消滅

したり、その納税義務が執行停止の継続により消滅したりしたことはなく、京橋税務署ある

いは東京国税局の徴収職員が、平成２６年２月２８日から令和４年１２月３０日まで、原告

に合計１００６万８９４９円を納付させるなどし、これを本件各滞納税の全部又は一部に充

当した本件各収納等（なお、本件滞納税３に対して充当されたことはない。）につき、国家賠

償法１条１項の違法があるとは認められず、また、これにより国税通則法５６条１項の過誤

納金が発生しているとも認められない。 

    したがって、その余の点を判断するまでもなく、原告の被告に対する国家賠償法１条１項に

基づく損害賠償請求及び国税通則法５６条１項に基づく過誤納金還付請求はいずれも認めら

れない。 

  ６ 結論 

    よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 

   裁判官 中畑 啓輔 

   裁判官 池田 好英 
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．（別紙1)

大須賀謙

岩田伊史

指定代理人目録 ・
＼ 

濱辺 ．希 中村 ・志緒香 ・小林正明

5
 

以上



11 

 

 

  

（別紙3)..

関係法令の定め

ヽ

10. 

1 国税に係る過誤納金に関する定め ・

国税局長、税務署長又は税関長は、国税に係る過誤納金があるときは、・遅滞な ・.:, 

く、金銭で還付しなければならない：（国税通則法56粂1項）。

2 国税の徴収を目的とする国の権利 ・（以下「国税．の徴収権」という。）の時効に

． 関する定め

・(1) 国税の徴収権は、その国税の法定納期限かち 5年間行使しないことによって、

時効により消滅する（令和2年法律第8号による改正前の国税通則法72条1

...項）．．C． 

．．
 

(2i 国税の徴・収権の時効については｀、国税通則法第7章第2節に別段の定めがあ

・• 民法の規定を準用する（国税通則法 7 2.条3 項）。’•' . • • 
.. ． 

．
 

(3)国税の徴収権の時効は、以下の処分に係る部分の国税については、その処分

の効力が生じた時に中断し、＇．以下に掲げる期間を経過した時から更に進行する

・（国税通則法73条1項（平成29年法律第45号による改正前のもの。以下

．同じ。'・))・o. 

ア（略） ・（ 1 号、 •2号） •. . . . • 

イ 納税に関する告知その告知に指定された納付に関する期限までの期間 ・

zo. - (3号），．．

16 

ウ 督促 ・督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日

を経過した日までの期間 (4号）．

工 交付要求 その交付要求がされている期間 (5号）

3 国税の滞納処分の執行停止に関する定め・ ｀ ． 

25 (1) 税務署長は、滞納者につき、．滞納処分を執行することができる財産がないと

認めるとき、滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるお
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••それがあると認めるとき、その所在及び滞納処分を執行することができる財産
がともに不明であると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる ・

・（国税徴収法15 3条1項（平成24年法律第16号による改正前のもの。以 ・
下同じ。 .))。 ．．．，． 

ヽ ・． （2) 前記（1）の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その

蜘の停止が3年間継続したときは、消滅ずる（国税徴収法15.3粂4項）。

..以上



13 

 

別紙２ 省略 
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